
再々評価個表 

事 業 名 道路改築事業 事業主体 愛媛県 

施設･工区名等 
主要地方道 小田

お だ

河辺
か わ べ

大洲
お お ず

線 

山鳥坂 E

や ま と さ か

A１工区 

事業箇所 
自：大洲市

お お ず し

肱川
ひじかわ

町
ちょう

山鳥坂
や ま と さ か

 

至：大洲市
お お ず し

肱川
ひじかわ

町
ちょう

山鳥坂
や ま と さ か

 

事業主旨 

大洲市肱川町山鳥坂において、国が実施する山鳥坂ダム建設事業によ

り水没等の影響を受ける主要地方道小田河辺大洲線の付替区間と、それ

に連続する旧肱川町中心部の住宅密集地を迂回するバイパス整備を、国

と県が分担し実施している。 

県が施工する「山鳥坂１工区」については、現道の幅員狭小・線形不

良区間を回避するバイパス整備により、歩行者の安全性確保、日常生活

の利便性向上、観光地へのアクセス向上とともに、山鳥坂ダム建設によ

り影響を受ける地域の生活再建、地域振興を図る。 

再評価の 

実施理由 
「再評価実施後５年が経過して継続中」の交付金事業 

１．地域の概要 

主要地方道小田河辺大洲線は、内子町小田から大洲市河辺町、大洲市肱川町を経由し、

大洲市の中心部を結ぶ地域の幹線道路である。このうち、大洲市河辺町～国道 197号まで

の区間については、山鳥坂ダム建設工事に関連するバイパスとして計画されており、今後、

工事用車両の通行による交通量の増加が見込まれる。 

当該路線は、市町村合併を行った大洲市・肱川町・河辺村を結んでおり、地域連携を担

う道路であるとともに、通勤、買い物等の日常生活を支える生活道路として機能している。     

しかしながら、最小幅員が４ｍ程度の歩道の無い１車線道路であり、歩行者等の通行の

危険や車両の離合が困難な状況にあり、日常生活の支障となっている。 

また、山鳥坂ダム建設により影響を受ける地域であり、地域住民の安全・安心の確保や

生活再建、地域振興が強く求められている状況である。 

２．事業概要及び事業経緯 

事業採択 平成１７年度 完成予定 令和３年度 

用地着手 平成２０年度 工事着手 平成２０年度 

全体事業費 ３，２５０百万円(うち用地補償費：４３百万円) 

(1)事業概要 計画延長１．０㎞、車道幅員５．５m（総幅員７．０m） 

(2)事業経緯 現段階で供用している区間はない。 
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３．事業の必要性及び整備効果等 

(１)事業の必要性及び整備効果  

① 歩行者の安全性確保 

・現道は道路幅員が狭く、朝ピーク時には自動車交通が集中するため、通学する児童な

どの歩行者にとって危険な状況となっている。 

・通過交通がバイパスに転換することにより、現道の交通量が減少し、歩行者の安全性

向上が期待できる。 

 

② 災害時の通行確保 

・平成 30 年 7 月豪雨により、現道及び沿道の指定避難所は浸水し、被災後も通行止め

などにより日常の交通や物資輸送、復旧活動等に影響を及ぼした。 

・バイパス整備により、災害時の代替路が確保され、災害時の避難や救命救急、復旧活

動等を迅速かつ円滑に進めるための緊急輸送道路として機能を発揮できる。 

 

③ 交通事故の減少 

・現道には、幅員狭小や視認性の悪い箇所が多く存在しており、自動車の離合が困難で

あるため、工事車両など地域の道路交通環境を知らない地域外の自動車交通による交

通事故が発生している。 

・通過交通がバイパスを利用し、幅員狭小である現道区間を回避することにより、交通

事故の減少が期待できる。 

 

④ 日常生活の利便性向上 

・肱川・河辺地区は若者の人口減少により、高齢化が著しく進んでいる。 

・旧河辺村から日常的な買い物や通勤のために大洲市街へ向かう唯一の道路である当該

路線の整備により、大洲市街へのアクセス性が向上し、若者の定住化が期待できる。 

 

⑤ 観光地へのアクセス向上 

・肱川・河辺地域には、自然を活かした観光資源が豊富であり、観光客数は増加傾向で

あったが、昨年は豪雨の影響により観光客数が伸び悩んだ。 

・バイパス整備により観光施設へのアクセス性が向上し、観光客数の回復が期待できる。 

 

⑥ 山鳥坂ダム建設に係る工事用車両の影響対応 

・ダム建設を進めるうえでは、現道の安全性や既存市街地の生活環境の保全が必要であ

る。 

・工事用車両がバイパスを利用することで、現道の交通量増加を回避し、地域住民の生

活環境の保全につながる。 

 

(２)事業を巡る社会経済情勢等の変化  

 

平成 30年 7月豪雨災害により、肱川や河辺川の水位が上昇し、肱川町内で浸水が発生。 

現道において、冠水し通行不可能となり、避難・救援活動に支障が生じるなど、地域の

道路ネットワークに影響を及ぼした。 
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４．事業の進捗状況及び進捗の見込み 

(うち用地補償費) 

Ｒ元末投資事業費 

(  ４３百万円) 

２１００百万円  

[進捗率：１００％](事業費換算) 

[進捗率：６５％](事業費換算) 

(１)事業の進捗状況  

当該事業は平成 17年度に事業着手し、平成 20年度より用地買収および工事着手し事業

が進められており、現時点で約 65%の進捗（事業費ベース）となっている 

(２)これまでの整備効果  

現時点で、供用している区間はない。 

(３)今後の事業進捗の見込み  

改良工事を推進し、令和３年度の全線供用を目指す。 

５．事業の投資効果（費用対効果分析） 

（１）費用便益比 

【事業全体】 

Ｃ：総費用＝３，３２５百万円 

    ・建設費   ３，３１３百万円 

    ・維持管理費    １２百万円 

 

Ｂ：総便益＝  ５２２百万円 

    ・走行時間短縮便益  ４５９百万円 

    ・走行経費減少便益   ３２百万円 

    ・交通事故減少便益   ３１百万円 

 

 Ｂ／Ｃ＝５２２／３，３２５＝０．１６ 

 

【残事業】 

Ｃ：総費用＝１，０１４百万円 

    ・建設費   １，００２百万円 

    ・維持管理費    １２百万円 

 

Ｂ：総便益＝  ５２２百万円 

    ・走行時間短縮便益  ４５９百万円 

    ・走行経費減少便益   ３２百万円 

    ・交通事故減少便益   ３１百万円 

 

 Ｂ／Ｃ＝５２２／１，０１４＝０．５１ 
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６．コスト縮減や代替案立案等の可能性 

 

○コスト縮減の取り組み 

  

 ・支承構造の変更 

支承構造について、従来の積層ゴムから荷重支持板支承を採用することによりコス

ト縮減を図った。 

 

７．そ の 他 

 

主要地方道小田河辺大洲線では、山鳥坂ダム建設事業に伴う浸水予定区間の付替え兼工

事用道路の整備が、国施工にて行われている。 

県が施工する「山鳥坂 1工区」についても、開通後には、市街地を迂回するダム建設の

工事用道路として利用されることとなっており、地域の生活環境の保全面においても、ダ

ム建設事業に関連する必要な事業である。 

 

８．対応方針（素案） 

 

本事業を『継続』としたい。 

 

１．十分な精度で計測が可能かつ金銭的表現が可能とされている３つの便益のみを用い

てＢ／Ｃを算出した結果、事業全体および残事業のＢ/Ｃは１未満となる。 

 

２．しかしながら、現道は、幅員狭小で歩道もない１車線道路であり、歩行者等の安全

確保や車両の円滑な離合対策が必要であるが、住家が連担しており、道路拡幅が容易

でない状況である。 

また今後、山鳥坂ダムの建設に係る工事用車両の通行量増加も見込まれており、山

鳥坂ダム建設により影響を受ける地域住民の安全・安心の確保や生活再建、地域振興

を図るとともに、現道については、日常生活を支える生活道路としての機能を確保す

るため、バイパスの整備が必要である。 

 

３．なお、歩行者の安全性確保のほか、以下に示す多岐多様にわたる整備効果が期待さ

れる事業である。 

 

①災害時の通行確保 

・災害時の代替路が確保され、避難や救命救急、物資輸送および復旧活動等を迅速

かつ円滑に進めることができる緊急輸送道路としての機能を発揮できる。 

 

②交通事故の減少 

・線形不良区間の回避により、交通事故の減少が期待される。 

 

③日常生活の利便性向上 

・大洲市の中心部や公共施設等の拠点と旧河辺村を連携する道路として、当該路線

を整備することにより、地域のポテンシャル向上に期待できる。 
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④観光地へのアクセス向上 

・自然や歴史遺産を生かした河辺地域の観光施設へのアクセス性が向上する。 

 

⑤山鳥坂ダム建設に係る工事用車両の影響対応 

・工事用車両がバイパスを利用することで、現道の交通量増加を回避し、地域住民

の生活環境の保全につながる。 

 

 ４. ダム建設事業と合わせ算出したＢ/Ｃ（参考値）は、１．０を上回る。 

 

以上を総合的に判断し、継続としたい。 
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凡 例

国道

主要地方道

一般県道

高速道路

（主）小田河辺大洲線
山鳥坂１工区

Ｌ=1.0㎞
（県施工）

清流の里ひじかわ

山鳥坂ダム
建設予定地

西予市

大洲市
肱川支所

32

55

32

36

308

（主）小田河辺大洲線
山鳥坂3工区

Ｌ=6.2㎞
（国施工）

１．地域の概要                          

 

主要地方道小田河辺大洲線は内子町小田から大洲市河辺町、大洲市肱川町を経由し、

大洲市の中心部を結ぶ地域の幹線道路である。このうち、大洲市河辺町～国道 197号

までの区間については、山鳥坂ダム建設工事に関連するバイパスとして計画されてお

り、今後、工事用車両の通行による交通量の増加が見込まれる。 

当該路線は、市町村合併を行った大洲市・肱川町・河辺村を結んでおり、地域連携

を担う道路であるとともに、通勤、買い物等の日常生活を支える生活道路として機能

している。 

しかしながら、当該区間には、最小幅員が４ｍ程度の歩道の無い１車線道路であり、

歩行者等の通行の危険や車両の離合が困難な状況にあり、日常生活の支障となってい

る。 

また、山鳥坂ダム建設により影響を受ける地域であり、地域住民の安全・安心の確

保や生活再建、地域振興が強く求められている状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(主)小田河辺大洲線 

L=6.2km 

（国施工） 
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至

大
洲
市
河
辺
町

至

大
洲
市
中
心
部

至 鬼北町

対象事業 L=1.0㎞

凡 例

計画路線

現道

計画路線 標準断面図現道部 断面図 （mm）（mm）

２．事業概要及び事業経緯                    

 

（１）事業概要 

主要地方道小田河辺大洲線のうち、国が実施する山鳥坂ダム建設事業により水没等

の影響を受ける河辺町～国道 197号までの区間においては、山鳥坂ダム建設工事に関

連する県道付替と、それに連続する旧肱川町中心部の住宅密集地を迂回するバイパス

整備を、ダム建設事業と合わせて地元の同意を得ながら、国と県が分担し事業を実施

している。 

県が施工する「山鳥坂１工区」の現道は、幅員狭小で歩道もない１車線道路であり、

歩行者等の安全確保や車両の円滑な離合対策が必要であるが、住家が連担しており、

道路拡幅が容易でない状況である。また今後、山鳥坂ダムの建設に係る工事用車両の

通行量増加も見込まれている。 

このため、延長１．０ｋｍのバイパスを整備し、山鳥坂ダム建設により影響を受け

る地域住民の安全・安心の確保や生活再建、地域振興を図るとともに、現道について

は、日常生活を支える生活道路としての機能を確保するものである。 
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（２）事業経緯 

事業採択：平成１７年度 

用地着手：平成２０年度 

工事着手：平成２０年度 

完了予定：令和３年度 

 

 

（３）事業費増額理由 

 

○トンネル関係工事費の増加：約２.５億円増    

・周辺地域における騒音、振動等に対する必要な環境対策を図るため、 

① 両坑口を発破掘削から機械掘削に変更。 

② トンネル掘削等により発生する土砂・岩石を夜間搬出するため、必要な

防音設備の強化や土砂等運搬の費用が増加。 

・工事中の切羽監視責任者の専任義務付けなど、災害防止対策強化に関するガ

イドラインの改正や各種通知に基づく費用の増加。 

 

  〇橋梁関係工事費の増加：約１.１億円 

   ・道路橋示方書の改定に伴う修正設計を行い、下部工の鉄筋量、基礎杭の本数

が増加。 

 

○物価等の上昇：約２.９億円増 

前回再評価時点（平成 25年度）より 

労務単価は 1.19倍、資材単価は 1.25倍に上昇。 

 

○付替県道ルートの変更による橋梁整備の実施主体の変更：約２億円減 

・大洲市河辺町側に整備する橋梁の実施主体が、県から国へ変更。 

 

 

（４）事業期間延期理由 

 

用地買収が一部難航したことによる。 

（なお、現時点においては、全て用地買収は完了。） 
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３．事業の必要性及び整備効果等                  

 

（１）事業の必要性及び整備効果 

① 歩行者の安全性確保 

・現道は道路幅員が狭く、朝ピーク時には自動車交通が集中するため、通学する児

童などの歩行者にとって危険な状況となっている。 

・通過交通がバイパスに転換することにより、現道の交通量が減少し、歩行者の安

全性向上が期待できる。 

 

② 災害時の通行確保 

・平成 30 年 7 月豪雨により、現道及び沿道の指定避難所は浸水し、被災後も通行

止めなどにより日常の交通や物資輸送、復旧活動等に影響を及ぼした。 

・バイパス整備により、災害時の代替路が確保され、災害時の避難や救命救急、復

旧活動等を迅速かつ円滑に進めるための緊急輸送道路として機能を発揮できる。 

 

③ 交通事故の減少 

・現道には、幅員狭小や視認性の悪い箇所が多く存在しており、自動車の離合が困

難であるため、工事車両など道路交通環境を知らない地域外の自動車交通による

交通事故が発生している。 

・通過交通がバイパスを利用し、幅員狭小である現道区間を回避することにより、

交通事故の減少に期待できる。 

 

④ 日常生活の利便性向上 

・肱川・河辺地区は若者の人口減少により、高齢化が著しく進んでいる。 

・旧河辺村から日常的な買い物や通勤のために大洲市街へ向かう唯一の道路である

当該路線の整備により、大洲市街へのアクセス性が向上し、若者の定住化が期待

できる。 

 

⑤ 観光地へのアクセス向上 

・肱川・河辺地域には自然を活かした観光資源が豊富であり観光客数は増加傾向で

あったが、昨年は豪雨の影響により観光客数が伸び悩んだ。 

・バイパス整備により、観光施設へのアクセス性が向上し、観光客数の回復が期待

できる。 

 

⑥ 山鳥坂ダム建設に係る工事用車両の影響対応 

・ダム建設を進めるうえでは、現道の安全性や既存市街地の生活環境の保全が必要

である。 

・工事用車両がバイパスを利用することで、現道の交通量増加を回避し、生活環境

の保全につながる。 
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至

大
洲
市
河
辺
町

至 鬼北町

肱川小学校

肱川
中学校

大洲市役所
肱川支所

肱川郵便局

肱川
駐在所

丸山公園

丸山大師堂

肱川歴史民俗資料館

肱川県立自然公園

肱川発電所

鹿野川湖

（主）小田河辺大洲線（山鳥坂１工区） Ｌ=1.0kｍ

197 ！

！

！

■肱川地区の通学路におけるヒヤリハット・交通事故発生箇所

！

資料） 通学路・ヒアリハット箇所 大洲市立肱川小学校（H31年）

凡 例

通学路
計画路線

！ ヒヤリハット箇所

至

大
洲
市
中
心
部

■地域の声

ヒアリング調査） R元.05.29実施

●現道は通学路に指定されており、登校時には通
勤、下校時は工事用の大型車が通過し危険な状
況。実際、児童からも「大型車とすれ違う時が
こわい」と声があがっている。

●現道の通学路を走行している通過交通や大型車
がバイパスへ転換すると、通学路を走行する車
両が大幅に削減するため、児童の歩行安全性が
格段に高まる。

！ 交通量
観測地点

写真

！
！

！

！

①歩行者の安全性確保 

 

 

 

 

 

 

■現況と課題 

現道は、肱川地区の中心市街地を通過しており、沿線には郵便局などの主要施設

をはじめ商店、人家が連坦しているが、幅員が狭小であるうえに歩道が整備されて

おらず、歩行者の通行に危険を伴う状況である。 

また、肱川小学校への通学路として位置づけられており、児童の安全確保を図る

必要がある。 

さらには、今後、山鳥坂ダム建設工事に伴い工事用車両の増加が見込まれており、

歩行者の危険性がさらに高まることが懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現道は道路幅員が狭く、朝ピーク時には自動車交通が集中するため、現道を通学

路とする児童などの歩行者にとって危険な状況となっている。 

・通過交通がバイパスに転換することにより、現道の交通量が減少し、歩行者の安

全性向上が期待できる。 
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■通学路時の様子

写真）大洲市提供

217

118
96

77 84 66
88

60 77
102

155

84

16

13

11
16 11

8

16

4
9

16

11

3

0

50

100

150

200

250
■（主）小田河辺大洲線の時間帯別交通量[台/時間]

時間帯

大型車

小型車

資料） 平成27年全国道路・街路交通情勢調査

朝ピーク時に自動車交通が集中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備効果 

バイパスの整備により、現道からバイパスへ交通転換が促されることから、現道

の交通量が減少し、歩行者の安全性が高まる。 

また、現道を利用して通学している児童の安全性が確保される。 

 

 

●地域の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現道は通学路に指定されており、登校時には通勤、下校時は工事用の大型車が通

過し危険な状況。実際、児童からも「大型車とすれ違う時がこわい」と声があが

っている。 

・現道の通学路を走行している通過交通や大型車がバイパスへ転換すると、現道を

走行する車両が大幅に削減するため、児童の歩行安全性が格段に高まる。 
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資料 浸水範囲） 地理院地図浸水推定段彩図情報より作成
指定避難所）大洲市
避難箇所） 大洲市復興計画（H31.3）

一次緊急輸送道路

凡 例

国道

主要地方道

一般県道

計画路線

至

内
子
町
小
田

32

55

32

道の駅
清流の郷ひじかわ

文

文

肱川小学校

肱川支所
肱川郵便局

肱川中学校

肱川公民館
最大避難者数：42人
開所～閉所：7/7～7/11

（主）小田河辺大洲線
山鳥坂１工区

Ｌ=1.0㎞

至 大洲市中心部

鹿野川荘
最大避難者数：18人
開所～閉所：7/7～9/14

浸水範囲

急傾斜地崩壊危険区域

指定避難所

避難箇所（平成30年7月豪雨時）

大和集会所
最大避難者数：16人
開所～閉所：7/7（7：00～18：00

■平成30年7月豪雨時の肱川地区

写真

②災害時の通行確保 

 

 

 

 

 

 

■現況と課題 

主要地方道小田河辺大洲線は、一次緊急輸送道路として災害時に通行を確保すべ

き幹線道路であるが、沿線には山が迫っており、急傾斜地崩壊危険区域にも指定さ

れている。また、平成 30 年 7 月豪雨により、現道は浸水し通行不能となり、被災

後も通行止めなどにより日常の交通や物資輸送、復旧活動等に影響を及ぼしたため、

災害時において、通行可能な代替路の整備が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 30 年 7 月豪雨により、現道及び沿道の指定避難所は浸水し、被災後も通行

止めなどにより日常の交通や物資輸送、復旧活動等に影響を及ぼした。 

・バイパス整備により、災害時の代替路が確保され、災害時の避難や救命救急、復

旧活動等を迅速かつ円滑に進めるための緊急輸送道路として機能を発揮できる。 
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■平成30年7月豪雨時の肱川地区

至 大洲市中心部

肱川中学校

日時
発生場所 通行規制

月 日 時刻

7 7 10:30 大洲市肱川町宇田川
（鹿野川大橋～赤岩橋）

片側交互通行

7 7 12:30 大洲市肱川町宇田川
（赤岩橋～鳥首）

全面通行止め

7 7 12:30 大洲市肱川町山鳥坂 4t車以上通行止め

7 8 9:00 河辺町川上 全面通行止め

■肱川地区の通行規制状況

資料）大洲市提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備効果 

当該路線は、旧河辺村地域と大洲市中心部とを結ぶ道路として機能し、現道が通

行止めとなった際の代替路として道路ネットワークの信頼性・安全性が確保できる。   

また、災害時の避難や救急救命、支援物資搬送および復旧活動等を迅速かつ円滑

に進めることが出来るようになる。 

 

●地域の声 

 

 

 

 

 

 

 

・豪雨災害時は通勤中であり、現道まで浸水してきたため自動車が動かなくなった。 

・被災後は、大洲市街方面からの通勤時に、鹿野川大橋が通行できず大きく迂回し

たため、多くの通勤時間を要した。 

・バイバス整備により、災害時の早期避難が可能になる。豪雨災害では現道が浸水

したため、現道拡幅では二の舞になってしまう。そうならないようなバイパス整

備を期待している。 
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至

大
洲
市
河
辺
町

肱川
中学校

大洲市役所
肱川支所

肱川
駐在所

（主）小田河辺大洲線（山鳥坂１工区） Ｌ=1.0kｍ

197

至 大洲市中心部

死亡事故

交通事故発生箇所（H12～H29.末時点）

写真③

写真②

■現道の走行危険箇所と交通事故発生状況

写真①

車両相互

人対車両

車両単独

事故類型

走行危険箇所

走行危険箇所（R元.05.29ヒアリング結果）

①肱川郵便局～お菓子屋（福栄堂
菓子舗）付近では、カーブ区間で
あるが、沿道駐車場からの出入り
車両が見にくい。

②上鹿野川集会所前では、歩道が
無いため、歩行者を避けようとし
て車両同士衝突しそうになった。

写真① ③上鹿野川区の住居が切れるところが狭
く、カーブミラーも見え難いため、細心
の注意を払う必要がある。また朝夕には
日光の加減でわからないことがある。

写真②

■交通事故箇所における現道の線形状況

写真①

写真）2019.4.22撮影

幅員が狭く、離合が困難

写真③

カーブにより見通しが悪い

駐車場
出入口

③交通事故の減少 

 

 

 

 

 

 

 

■現況と課題 

当該路線は、肱川町中心市街地を通過していることから人家が連坦しており、屈

曲したカーブにおいては見通しが悪く、狭小区間では離合が困難である上に、歩道

が整備されておらず、自動車の通行においては、歩行者への配慮も必要となる。 

そのため、工事車両など地域の道路交通環境を知らない地域外の自動車交通によ

る交通事故の危険性があり、過去には人対車両の死亡事故も発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備効果 

自動車が市街部を迂回するバイパスを走行し、現道の幅員狭小・線形不良区間を

回避することにより、現道の交通量減少に伴う交通事故の減少が期待できる。 

 

・現道には、幅員狭小や視認性の悪い箇所が多く存在しており、自動車の離合が困

難であるため、工事車両など地域の道路交通環境を知らない地域外の自動車交通に

よる交通事故が発生している。 

・通過交通がバイパスを利用し、幅員狭小である現道区間を回避することにより、

交通事故の減少が期待できる。 
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■人口の推移

資料 大洲市住民台帳

0

10

20

30

40

50

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

（千人）

年々、人口が減少

旧大洲市

旧肱川町・旧河辺村

資料 国勢調査

3% 2% 2%
12% 12% 10%

13% 12% 10%

31% 32%
30%

41% 42% 47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H17 H22 H27

■肱川・河辺地区の年齢別人口割合の推移

0%20%40%60%80%100%

H… H… H…

65歳以上

40歳～65歳未満

20歳～40歳未満

5歳～20歳未満

5歳未満

人口の約半数が65歳以上
⇒地域の高齢化

20～40歳の子育て世代及び
新生児の割合が減少
⇒若者の定住化が課題

（主）小田河辺大洲線
山鳥坂１工区

Ｌ=1.0㎞

大洲市役所

肱川支所

河辺支所

長浜支所
旧大洲市
34,106人

旧長浜町
6,106人

旧河辺村
670人

旧肱川町
2,065人

医療機関・福祉施設

市役所・支所

買い物施設

注）医療機関は二次医療施設

④日常生活の利便性向上 

 

 

 

 

 

 

■現況と課題 

旧肱川町及び旧河辺村の人口は年々減少しており、若者世代の流出に伴い 65歳以

上の人口割合が増加し地域の高齢化が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・肱川・河辺地区は若者の人口減少により、高齢化が著しく進んでいる。 

・旧河辺村から日常的な買い物や通勤のために大洲市街へ向かう唯一の道路である

当該路線の整備により、大洲市街へのアクセス性が向上し、若者の定住化が期待で

きる。 
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■整備効果 

当該路線の走行性向上に伴い、沿線地域における道路利用者の利便性が向上する

とともに、旧河辺村から大洲市中心部や公共施設等へのアクセス向上が図られる。 

アクセス性向上に伴い地域のポテンシャルが高まり、若者世代の定住化が期待され

る。 

 

●地域の声 

 

 

 

 

 

 

 

・買い物や通勤など日常的に肱川・河辺から大洲市街まで出かけているが大型車な

ど対向車との離合が難しい。バイパス整備により日常生活の利便性が向上する。 

・通勤は、肱川地区では大洲市街方面に出る人が多く、河辺地区は大洲市街方面か

ら進入してくる人が多い。 

・バイパスが整備されると、病院や福祉施設へ送迎する際のストレスがなくなるの

で、旧肱川町や旧河辺村の定住者の増加が期待できる。 
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至

大
洲
市
中
心
部

至 内子町小田

至 鬼北町

道の駅
清流の郷ひじかわ

河辺ふるさと公園
河辺ふるさとの宿

坂本龍馬
脱藩之日記念館

肱川歴史民俗資料館
肱川県立自然公園

丸山公園

5532

32

343
308

36

36

267

56

310

山鳥坂ダム

風の博物館
歌麿館

■肱川・河辺地域の観光地

■肱川・河辺地域の特産品・イベント

出典：大洲市

出典：大洲市 出典：河辺ふるさとの宿

山鳥坂1工区の整備により、
河辺地域へのアクセス性が
向上し、交流人口の増加に
期待

（主）小田河辺大洲線
山鳥坂1工区

2,007 2,107 2,208

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H26 H29 R3

■観光交流人口[人]
目標値

資料）大洲市 地域再生計画
注）肱川町岩屋地区・河辺町で行われるイベントの観光交流人口

増加傾向

河辺ふるさと公園

坂本龍馬脱藩之日記念館

道の駅 清流の里ひじかわ

⑤観光地へのアクセス向上 

 

 

 

 

 

 

■現況と課題 

河辺地域では、地域の自然や歴史遺産を活用した観光施設や渓流釣りなどのイベ

ントを開催しており観光資源が豊富である。観光客数は増加傾向ではあるものの、

離合困難区間や線形不良箇所を通過する必要があり、安全で快適な観光の支障とな

っている。また、平成 30 年 7 月豪雨の影響により、一部イベントは実施できず、

平成 30年の観光客数は伸び悩んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・肱川・河辺地域には、自然を活かした観光資源が豊富であり、観光客数は増加傾

向であったが、昨年は豪雨の影響により観光客数が伸び悩んだ。 

・バイパス整備により、観光施設へのアクセス性が向上し、観光客数の回復が期待

できる。 
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■整備効果 

当該路線の線形改良・拡幅に伴い走行性が向上し、河辺地域の観光施設へのアク

セス向上による観光客数の回復・増加に期待できる。 

 

●地域の声 

 

 

 

 

 

 

至 鬼北町 ・地域には魅力的な観光資源があるものの、アクセス面に難があり、観光客の抵抗

となっている。 

・H30 では豪雨災害の影響により、一部イベントが実施できず、観光客数が伸び悩

んだ。 
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⑥山鳥坂ダム建設に係る工事用車両の影響対応 

 

 

 

 

 

 

■現況と課題 

当該区間は、山鳥坂ダム工事現場と国道 197号とを結ぶルート上にあり、ダム建

設工事の進捗に伴い工事用車両による交通量の増加が想定されるが、現道は商店・

人家が連坦した 1車線道路で大型車のすれ違いは困難であり、工事用車両の円滑な

運行を阻害する。 

 

 

■整備効果 

工事用車両がバイパスを利用することで、現道の交通量増加を回避し、生活環境

の保全につながる。 

また、当該路線の線形改良・拡幅に伴い工事用車両の走行性が向上し国道 197号

から山鳥坂ダム工事現場までのアクセス向上が図られる。 

 

 

工事用車両台数（最大） 

地点 工事用車両台数 

主要地方道小田河辺大洲線沿線 鹿野川地区 76台/日 

※資料：「肱川水系山鳥坂ダム建設事業環境影響評価書 2 分冊の 1」（平成 20 年 5 月 国

土交通省四国地方整備局） 

 

 

（2）事業を巡る社会経済情勢等の変化 

平成 30 年 7 月豪雨災害により、肱川や河辺川の水位が上昇し、肱川町内で浸水が

発生。 

現道は冠水し通行不可能となり、避難・救援活動に支障が生じるとともに、日常生

活においても長期にわたり影響を受けるなど、地域の道路ネットワークに影響を及ぼ

した。 

 

・ダム建設を進めるうえでは、現道の安全性や既存市街地の生活環境の保全が必要

である。 

・工事用車両がバイパスを利用することで、現道の交通量増加を回避し、生活環境

の保全につながる。 
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H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 備考

現道拡幅部（R3）
バイパス部（R3）

鹿野川トンネル（R2）

新鹿野川橋(R2）

平成26年再評価

令和元年再々評価

道路工

トンネル工

橋梁工

舗装工

測量設計

用地買収

工事

項目

４．事業の進捗状況及び進捗の見込み                    

 

（１）事業の進捗状況 

・当該事業は平成 17年度に事業着手し、平成 20年度より用地買収および工事

着手しており、現時点で約 65%の進捗状況（事業費ベース）である。 

なお、用地買収は平成 29年度に完了。 

 

（２）これまでの整備効果 

・令和元年 8月現在において、供用済み区間はない。 

 

（３）今後の事業進捗の見込み 

・引き続き工事を推進し、令和 3年度の開通を目指す。 

 

事業工程計画表 
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５．事業の投資効果（費用対効果分析）               

 

（１）費用便益分析 

①費用便益分析の算定条件 

 

②総費用の算定 

   総費用の算定は、道路整備に要する事業費（全体事業費）と道路維持管理に要

する費用（維持管理費）を対象とする。 

   全体事業費については、「工事費」「用地費」「補償費」から構成され、事業実施

期間（１７年間）のうち、既に投資された事業費と今後必要となる事業費の合計

とする。 

   維持管理費については、供用開始後（令和４年）から検討期間（５０年間）に

要する費用とする。 

   これら、検討年次期間６７年間（１７＋５０）の年次毎に算定された事業費及

１）対象延長 

整備前延長：1.17㎞ → 整備後延長：1.16㎞ 

                                          [山鳥坂１(県施工)1.0km ＋ 現道取付部(国施工)0.16km] 

 

２）計画交通量 

 

   1,406台/日 

 

  平成 22 年度道路交通センサス交通量を基に、令和 12（平成 42）年計画  

交通量を推計し算定 

 

３）整備により短縮される走行時間：0.9分 

   整備前の旅行速度：30㎞/h 整備前の走行時間：2.3分 

               ↓ 

   整備後の旅行速度：50㎞/h 整備後の走行時間：1.4分 

 

４）道路の沿道区分：山地（バイパス）、平地（現道） 

 

 ※費用便益比の算出方法及び使用している原単位は費用便益分析マニュ 

アル（平成 30年 2月 国土交通省 道路局 都市･地域整備局）による。 
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び維持管理費に対して、令和元年を基準年度して社会的割引率（４％）を用いて

現在価値化し、それらを合計したものが総費用となる。 

 

③総便益の算定 

   便益の算定は、次の「①走行時間短縮便益」「②走行経費減少便益」「③交通事

故減少便益」の３項目を対象とし、車種毎（乗用車・小型貨物車・普通貨物車）

に、供用開始後（令和４年）から検討期間（５０年間）に発生する便益を年次毎

に算定する。 

   これら、年次毎に算定された各便益を、令和元年を基準年度として、社会的割

引率（４％）を用いて現在価値化し、それらを合計したものが総便益となる。 

 

 ＜各便益項目の概要＞ 

  １）走行時間短縮便益 

    道路の整備・改良が行われない場合の総走行時間費用から、道路の整備・改

良が行われる場合の総走行時間費用を減じた差として算定する。 

 

  【整備なしの場合】 

車種 走行時間費用   車種別交通量   走行時間   時間価値原単位     

  （百万円／年）   （台／日）   （分）   （円／台・分）     

乗用車類 22.40 ＝ 581 × 2.34 × 45.15 × 365 

小型貨物車 26.85 ＝ 623 × 2.34 × 50.46 × 365 

普通貨物車 11.72 ＝ 202 × 2.34 × 67.95 × 365 

合計 61   1,406             

 

 

 【整備ありの場合】 

車種 走行時間費用   車種別交通量   走行時間   時間価値原単位     

  （百万円／年）   （台／日）   （分）   （円／台・分）     

乗用車類 13.31 ＝ 581 × 1.39 × 45.15 × 365 

小型貨物車 15.95 ＝ 623 × 1.39 × 50.46 × 365 

普通貨物車 6.96 ＝ 202 × 1.39 × 67.95 × 365 

合計 36   1,406             

 

時間価値原単位：自動車１台の走行時間が１分短縮された場合のその時間の価値を平均賃金

等より貨幣換算したもの。 

 

    走行時間短縮便益＝ ６１ － ３６ ＝ ２５（百万円/年） 
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  ２）走行経費減少便益 

    道路の整備・改良が行われない場合の走行経費から、道路の整備・改良が行

われる場合の走行経費を減じた差として算定する。 

 

  【整備なしの場合】 

車種 走行経費   車種別交通量   対象延長   走行経費原単位     

  （百万円／年）   （台／日）   （km）   （円／台・km）     

乗用車類 4.24 ＝ 581 × 1.17 × 17.07 × 365 

小型貨物車 4.89 ＝ 623 × 1.17 × 18.37 × 365 

普通貨物車 2.83 ＝ 202 × 1.17 × 32.78 × 365 

合計 12   1,406             

 

 

  【整備ありの場合】 

車種 走行経費   車種別交通量   対象延長   走行経費原単位     

  （百万円／年）   （台／日）   （km）   （円／台・km）     

乗用車類 3.58 ＝ 581 × 1.16 × 14.55 × 365 

小型貨物車 4.32 ＝ 623 × 1.16 × 16.37 × 365 

普通貨物車 2.32 ＝ 202 × 1.16 × 27.17 × 365 

合計 10   1,406             

 

走行経費原単位：自動車１台が１㎞走行するのに必要な走行経費を燃料費、油脂費、整備費

等より、走行速度毎に算出したもの。 

 

    走行経費減少便益＝ １２ － １０ ＝ ２（百万円/年） 
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  ３）交通事故減少便益 

    道路の整備・改良が行われない場合の交通事故による社会的損失から、道路

の整備・改良が行われる場合の交通事故による社会的損失を減じた差として算

定する。 

 

【整備なしの場合】 

交通事故損失   交通事故   日交通量   対象延長   交通事故   日交通量   主要 

（百万円／年） 
 

損失原単位 
 

（台／日） 
 

（km） 
 

損失原単位 
 

（台／日） 
 

交差点数 

    （単路部）           （交差点部）       （箇所） 

4 ＝ 810 × 1,406 × 1.17 ＋ 400 × 1,406 × 5 

 

 

【整備ありの場合】 

交通事故損失 
 

交通事故 
 

日交通量 
 

対象延長 
 

交通事故 
 

日交通量 
 

主要 

（百万円／年） 
 

損失原単位 
 

（台／日） 
 

（km） 
 

損失原単位 
 

（台／日） 
 

交差点数 

  
（単路部） 

     
（交差点部） 

   
（箇所） 

2 ＝ 810 × 1,406 × 1.16 ＋ 400 × 1,406 × 2 

 

交通事故損失原単位：単路部については、１㎞当たりの道路における平均事故件数、交差点

部に関しては交差点一カ所当たりの平均事故件数に事故一件当たりの

人身事故損失額、物損事故損失額、渋滞損失額を乗じて算出したもの。 

 

交通事故減少便益＝ ４ － ２ ＝ ２（百万円/年） 
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④費用便益比の算出 

 【事業全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     費用便益比 ＝ 5.22／33.25 ＝ 0.16 

 

 【残事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     費用便益比 ＝ 5.22／10.14 ＝ 0.51 

 

なお、残事業の評価にあたっては、再評価時点までに発生した既投資分のコスト

を事業費より減じることにより、費用便益比を算出する。 

 

便 

 

益 

走行時間短縮便益 4.59億円 

走行経費減少便益 0.32億円 

交通事故減少便益 0.31億円 

合  計 5.22億円 

費 

 

用 

事 業 費 33.13億円 

維持管理費 0.12億円 

合  計 33.25億円 

便 

 

益 

走行時間短縮便益 4.59億円 

走行経費減少便益 0.32億円 

交通事故減少便益 0.31億円 

合  計 5.22億円 

費 

 

用 

事 業 費 10.02億円 

維持管理費 0.12億円 

合  計 10.14億円 
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６．コスト縮減や代替案等の可能性                 

○コスト縮減の取り組み 

 

・支承構造の変更 

支承構造について、従来の積層ゴムから荷重支持板支承を採用することにより、

コスト縮減を図った。 
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山鳥坂ダム建設事業の主な経緯

平成4年 4月 建設事業着手

平成6年 8月 特定多目的ダム法の基本計画公示（事業費約1,070億円）

平成13年 5月 分水量を縮小した「見直し案」を提示

平成14年 5月 中予分水を除外した上で計画を再構築した「再構築計画案」を提示

平成15年 10月 「肱川水系河川整備基本方針」策定

平成16年 5月 「肱川水系河川整備計画」策定

平成17年 4月 特定多目的ダム建設事業から直轄河川総合開発事業に移行（事業費約850億円）

10月 特定多目的ダム法に基づく基本計画を廃止

平成18年 7月 地権者協議会とダム事業に関する基本協定書を締結（用地調査の開始）

平成20年
5月 環境影響評価手続き完了ダム事業費等監理委員会設立（毎年実施）

7月 山鳥坂ダム・鹿野川ダム環境検討委員会設立

8月 市道拡幅工事（工事用道路工事）着手

平成21年

9月 用地補償基準（案）を地権者協議会が了承

10月
国土交通大臣が平成21年度におけるダム事業の進め方について発表「当初予定していた新たな段階に入ることとな
る用地買収の着手を取りやめる事業」となる

12月
国土交通大臣が新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を設定する考え方について発表山鳥坂ダムは検証
対象ダムとなる

平成22年 9月 国土交通大臣よりダム事業の検証に係る検討指示

平成25年 1月 国土交通省の対応方針について「継続」決定

3月 損失補償基準に関する協定書調印式

平成27年 7月 四国地方整備局事業評価監視委員会の開催（事業費:850億円事業工期:H38※審議の結果、事業継続は「妥当」）

平成29年 2月 付替県道一次切替区間用地買収完了

平成30年 3月 見の越トンネル工事契約（付替県道一次切替区間）

（主）小田河辺大洲線
山鳥坂１工区Ｌ=1.0㎞

地点 工事用車両台数

主要地方道
小田河辺大洲線沿線

鹿野川地区 76台/日

■山鳥坂ダム建設工事用車両の走行台数

資料：「肱川水系山鳥坂ダム建設事業環境影響評価書 2分冊の1」
（平成20年5月 国土交通省四国地方整備局）

７．そ の 他                          

 

主要地方道小田河辺大洲線では、山鳥坂ダム建設事業に伴う浸水予定区間の付替え

兼工事用道路の整備が、国施工にて行われている。 

県が施工する「山鳥坂 1工区」についても、開通後には、市街地を迂回するダム建

設の工事用道路として利用されることとなっており、地域の生活環境の保全面におい

ても、ダム建設事業に関連する必要な事業である。 

 

（参考：山鳥坂ダム建設事業 事業全体Ｂ/Ｃ：１．３  

[平成 27年 7月 31日 国土交通省四国地方整備局 事業評価監視委員会開催結果より] ） 
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８．対応方針（素案）                       

本事業を『継続』としたい。 

 

 

１．十分な精度で計測が可能かつ金銭的表現が可能とされている３つの便益のみを用

いてＢ／Ｃを算出した結果、事業全体および残事業のＢ/Ｃは１未満となる。 

 

２．しかしながら、現道は、幅員狭小で歩道もない１車線道路であり、歩行者等の安

全確保や車両の円滑な離合対策が必要であるが、住家が連担しており、道路拡幅が

容易でない状況である。 

また今後、山鳥坂ダムの建設に係る工事用車両の通行量増加も見込まれており、

山鳥坂ダム建設により影響を受ける地域住民の安全・安心の確保や生活再建、地域

振興を図るとともに、現道については、日常生活を支える生活道路としての機能を

確保するため、バイパスの整備が必要である。 

 

３．なお、歩行者の安全性確保のほか、以下に示す多岐多様にわたる整備効果が期待

される事業である。 

 

① 災害時の通行確保 

・災害時の代替路が確保され、避難や救命救急、物資輸送および復旧活動等を

迅速かつ円滑に進めることができる緊急輸送道路としての機能を発揮でき

る。 

 

② 交通事故の減少 

・線形不良区間の回避により、交通事故の減少が期待される。 

 

③ 日常生活の利便性向上 

・大洲市の中心部や公共施設等の拠点と旧河辺村を連携する道路として、当該

路線を整備することにより、地域のポテンシャル向上に期待できる。 

 

④ 観光地へのアクセス向上 

・自然や歴史遺産を生かした河辺地域の観光施設へのアクセス性が向上する。 

 

⑤ 山鳥坂ダム建設に係る工事用車両の影響対応 

・工事用車両がバイパスを利用することで、現道の交通量増加を回避し、地域

住民の生活環境の保全につながる。 

 

４. ダム建設事業と合わせ算出したＢ/Ｃ（参考値）は、１．０を上回る。 

 

以上を総合的に判断し、継続としたい。 
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９．事 業 概 要 対 比 表 
 

道路改築事業 
（主）小田河辺 

大洲線 

新規採択時 
平成１７年度 

再評価 
(事業採択後 10 年) 
平成２６年度 

再々評価 
（再評価後 5 年） 

令和元年度 

前回評価から 
の変更理由 

事

業

概

要 

計画延長等 
（ｋｍ）  １．１２ １．００ 

国施工区間のルート

変更に伴う県施工区

間の見直しによる 

総事業費 
（百万円）  ２，８００ ３，２５０ 

・トンネル関係工事

費の増加 
・物価上昇等 
・国施工区間のルー

ト変更に伴う橋梁

整備の実施主体の

変更 
投資事業費 
（百万円）  ６９３ ２，１００  

進捗率 
（％）  ２４．８ ６４．６  

完成予定 
年度  平成 30 年度 令和 3 年度 用地買収の一部難航

による 

事

業

の

投

資

効

果 

Ｂ／Ｃ  ０．２１ ０．１６ 総費用及び総便益の

見直しによる 

総費用Ｃ 
（億円）  ２６．０５ ３３．２５ 事業費の見直し及び

基準年の変更による 

総便益Ｂ 
（億円）  ５．４５ ５．２２ 

基本条件の時点変更

及び基準年の変更に

よる 

・再評価実施毎に適宜列を追加して作成すること 
・変更理由については、内容が分かるように記載すること。 
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